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※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。
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２９年度国民健康保険税・後期
高齢者医療保険料（普通徴収）

納期一覧
納期限区分

７月３１日（月）第１期

８月３１日（木）第２期

１０月２日（月）第３期

１０月３１日（火）第４期

１１月３０日（木）第５期

１２月２５日（月）第６期

３０年１月３１日（水）第７期

３０年２月２８日（水）第８期

３０年３月２６日（月）第９期
※第９期は国民健康保険税のみ。

管

理

栄

養

士 

（
育
休
代
替
臨
時
職
員
）

　
【
任
用
期
間
】８
月
１
日（
火
）～

　
年
３
月　
日
（
土
）

３０

３１

　
【
勤
務
時
間
な
ど
】週
３
日
程
度
。

午
前
８
時
半
～
午
後
５
時

　
【
勤
務
内
容
】健
康
増
進
事
業
お

よ
び
母
子
保
健
事
業
に
お
け
る
栄

養
指
導
な
ど

　
【
応
募
資
格
】管
理
栄
養
士
免
許

を
取
得
し
て
い
る
方

　
【
報
酬
】市
の
規
定
に
よ
る（
交

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　
申
し
込
み
は
７
月　
日
（
金
）

１４

ま
で
に
、
事
前
連
絡
の
上
、
履
歴

書
（
写
真
貼
付
）
と
資
格
証
明
の

写
し
を
健
康
課
（
滝
山
４
ノ
３
ノ

　
、
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ
ザ
内
）

１４へ
直
接
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
書

類
選
考
と
面
接
の
上
、
決
定
し
ま

す
。
提
出
し
た
履
歴
書
は
返
却
し

ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
同
課
保
健
サ
ー
ビ
ス

係
☎
４
７
７
・
０
０
２
２
へ
。

さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー 

日
中
一
時
支
援
事
業
介
護
人

　
さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
は
、

障
害
者
（
児
）
の
日
中
一
時
支
援

事
業
の
介
護
人
（
ヘ
ル
パ
ー
）
を

募
集
し
て
い
ま
す
。
利
用
者
の
時

間
に
合
わ
せ
て
、
１
時
間
か
ら
で

も
働
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
【
仕
事
の
内
容
】さ
い
わ
い
福
祉

セ
ン
タ
ー
内
で
障
害
者
（
児
）
の

日
中
活
動
の
支
援
な
ど

　
【
時
給
】
９
４
０
円

　
【
そ
の
他
】
施
設
内
研
修
あ
り 

　
詳
し
く
は
平
日
の
午
前
９
時
～

午
後
５
時
に
同
セ
ン
タ
ー
☎
４
７

７
・
２
７
１
１
へ
。

　
　
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

２９
（
国
保
税
）
納
税
通
知
書
を
７
月

　
日
（
水
）
に
発
送
し
ま
す
。

１２
　
４
月
～　
年
３
月
の
加
入
月
数

３０

分
を
計
算
し
た
通
知
で
す
。
納
付

書
や
口
座
振
替（
普
通
徴
収
）、年

金
天
引
き（
特
別
徴
収
）の
い
ず
れ

か
の
方
法
で
の
納
付
と
な
り
ま
す
。

◎
普
通
徴
収
の
納
期
は
９
回
で
す

　
納
付
書
や
口
座
振
替
の
方
法

（
普
通
徴
収
）
で
納
付
す
る
方
は
、

原
則
、
７
月
～　
年
３
月
の
９
回

３０

の
納
期
に
な
り
ま
す（
左
表
参
照
）。

た
だ
し
、
年
度
途
中
に　
歳
を
迎

７５

え
る
方
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
と
重
複
し
な
い
よ
う
、
税
額

と
納
期
回
数
を
調
整
し
て
い
ま
す
。

第
１
期
の
納
期
限
は
７
月　

日
３１

（
月
）
で
す
。
納
期
内
納
税
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
特
別
徴
収
の
対
象
に
な
る
方

　
次
の
①
～
③
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
場
合
、
国
保
税
は
年
金
か
ら

の
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
と
な
り

ま
す
。
た
だ
し
、
年
度
途
中
に　
７５

歳
を
迎
え
る
方
な
ど
一
部
対
象
に

な
ら
な
い
世
帯
も
あ
り
ま
す
。

　
①
世
帯
主
が
国
保
の
被
保
険
者

　
②
世
帯
内
の
国
保
被
保
険
者
全

員
が　
歳
～　
歳

６５

７４

　
③
特
別
徴
収
対
象
年
金
が
年
額

　
万
円
以
上
あ
り
、
介
護
保
険
料

１８と
国
保
税
と
の
合
計
が
、
年
金
額

の
２
分
の
１
を
超
え
な
い

　
対
象
と
な
る
方
に
は
、
特
別
徴

収
税
額
決
定
通
知
書
を
７
月　
日
１２

（
水
）
に
発
送
し
ま
す
。

　
な
お
、
今
年
度
新
た
に
特
別
徴

収
の
対
象
に
な
る
方
は
、
第
３
期

（
９
月
末
）
ま
で
普
通
徴
収
と
な

り
、　

月
か
ら
特
別
徴
収
が
開
始

１０

さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
納
税
通

知
書
と
特
別
徴
収
税
額
決
定
通
知

書
の
両
方
を
発
送
し
ま
す
。

◎
特
別
徴
収
か
ら
口
座
振
替
へ
の

納
付
方
法
変
更

　
国
保
税
の
納
付
方
法
を
特
別
徴

収
か
ら
口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
希
望
す
る
方
は
、

納
付
方
法
変
更
の
届
け
出
を
保
険

年
金
課
（
市
役
所
１
階
）
で
行
っ

て
く
だ
さ
い
。
８
月
２
日
（
水
）

ま
で
に
手
続
き
を
し
た
場
合
は
、

　
月
の
特
別
徴
収
を
中
止
し
、　

１０

１０

月
末
か
ら
口
座
振
替
で
納
付
す
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。
８
月
３
日

（
木
）
以
降
に
手
続
き
を
し
た
場

合
は
、　

月
以
降
の
特
別
徴
収
か

１２

ら
中
止
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

こ
れ
ま
で
の
国
保
税
の
納
付
状
況

か
ら
、
口
座
振
替
へ
の
変
更
が
認

め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】①
認

め
印
②
振
替
口
座
が
分
か
る
も
の

と
届
け
出
印
（
新
規
に
口
座
振
替

を
申
し
込
む
方
は
口
座
振
替
依
頼

書
の
提
出
が
必
要
で
す
）
③
被
保

険
者
証
（
本
人
確
認
の
た
め
持
参

し
て
く
だ
さ
い
）

　
※
特
別
徴
収
も
口
座
振
替
も
、

お
支
払
い
い
た
だ
く
国
保
税
の
総

額
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

◎
国
保
税
の
軽
減

　
国
保
税
は
目
的
税
で
あ
り
、
原

則
、
一
般
税
の
よ
う
な
非
課
税
制

度
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
所
得

の
少
な
い
方
も
応
益
割（
均
等
割・

平
等
割
）
の
国
保
税
を
負
担
す
る

こ
と
か
ら
、
軽
減
措
置
が
設
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
納
税
通

知
書
に
同
封
す
る
手
引
き
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　
①
低
所
得
者
の
軽
減
＝
世
帯
の

所
得
が
一
定
基
準
以
下
で
あ
る
こ

と
が
確
認
で
き
た
と
き
は
、
応
益

割
に
関
わ
る
国
保
税
の
７
割
・
５

割
・
２
割
を
軽
減
し
ま
す
。
軽
減

は
申
請
の
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん

　
※
所
得
状
況
に
よ
り
軽
減
判
定

を
行
い
ま
す
の
で
、
収
入
の
な
い

方
も
、
収
入
状
況
の
申
告
を
お
願

い
し
ま
す
。

　
②
非
自
発
的
失
業
者
の
軽
減
＝

企
業
の
倒
産
・
解
雇
な
ど
非
自
発

的
失
業
に
よ
り
国
保
に
加
入
し
た

場
合
、
雇
用
保
険
を
受
給
し
て
い

る
方
に
限
り
対
象
者
の
前
年
の
給

与
所
得
を
１
０
０
分
の　
と
し
て

３０

計
算
し
、
応
能
割
（
所
得
割
）
に

係
る
国
保
税
を
軽
減
し
ま
す

　
国
保
財
政
の
健
全
な
運
営
に
ご

理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
課
国
民
健
康
保
険

係
☎
４
７
０
・
７
７
３
３
へ
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、　
７５

歳
以
上
（
障
害
認
定
を
受
け
て
い

る
方
は　
歳
以
上
）
の
方
が
対
象

６５

で
す
。　

年
度
の
後
期
高
齢
者
医

２９

療
保
険
料
の
決
定
通
知
書
兼
納
付

（
納
入
）
通
知
書
を
、
７
月　
日
１２

（
水
）
に
発
送
し
ま
す
。

◎
納
付
書
や
口
座
振
替
で
納
め
て

い
た
だ
く
方
（
普
通
徴
収
）

　
同
通
知
書
に
添
付
し
て
い
る
納

付
書
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。
納
期

は
原
則
７
月
～　
年
２
月
の
８
回

３０

で
す（
左
上
表
参
照
）。
既
に
口
座

振
替
を
登
録
し
て
い
る
方
は
、
納

期
ご
と
に
口
座
振
替
さ
れ
ま
す
。

◎
年
金
天
引
き
で
納
め
て
い
た
だ

く
方
（
特
別
徴
収
）

　
特
別
徴
収
は
年
６
回
の
年
金
支

給
月
に
介
護
保
険
料
と
同
様
に
年

金
天
引
き
さ
れ
ま
す
。　

年
度
の

２９

保
険
料
を
４
月
か
ら
仮
徴
収
と
し

て
年
金
天
引
き
さ
れ
て
い
る
方
は
、

年
間
保
険
料
額
か
ら
仮
徴
収
額
を

差
し
引
い
た
差
額
分
を　
月
か
ら

１０

年
金
天
引
き
さ
れ
る
保
険
料
額
と

し
て
通
知
し
ま
す
。

◎　
月
か
ら
年
金
天
引
き
に
な
る
方

１０
　
普
通
徴
収
と
し
て
第
１
期
（
７

月　
日
）～
第
３
期（　
月
２
日
）

３１

１０

を
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納

付
し
て
い
た
だ
き
、　

月
の
年
金

１０

支
給
時
か
ら
特
別
徴
収
と
し
て
年

金
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

◎
年
金
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
か

ら
口
座
振
替
へ
の
変
更

　
保
険
料
の
納
付
方
法
は
、
年
金

天
引
き
に
よ
る
納
付
が
原
則
で
す

が
、
申
し
出
に
よ
り
口
座
振
替
に

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
変

更
を
希
望
す
る
方
は
、
①
口
座
振

替
に
指
定
す
る
金
融
機
関
の
通
帳

と
届
け
出
印
②
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
（
既
に
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
口
座
振
替
を
登
録

し
て
い
る
方
は
②
の
み
）
を
持
参

の
上
、
保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療

係
（
市
役
所
１
階
）
で
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
０
・
７

８
４
６
へ
。

帯
に
い
る
被
保
険
者
の
中
に
住
民

税
課
税
所
得
が
１
４
５
万
円
以
上

の
方
が
１
人
で
も
い
る
場
合

　
※
左
図
参
照
。

◎
基
準
収
入
額
適
用
申
請

　
住
民
税
課
税
所
得
が
１
４
５
万

円
以
上
で
、
自
己
負
担
の
割
合
が

「
３
割
」
と
判
定
さ
れ
た
方
で
も
、

「
収
入
額
」
が
基
準
額
未
満
の
方

は
、
申
請
を
し
て
認
定
さ
れ
る
と

「
１
割
」
に
な
り
ま
す
。
な
お
、

こ
の「
収
入
額
」は　
年
中
の
収
入

２８

で
、
必
要
経
費
や
公
的
年
金
控
除

な
ど
を
差
し
引
く
前
の
金
額
で
す
。

　
対
象
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、
申

請
書
を
送
付
し
ま
す
。
申
請
書
が

届
い
た
方
は
、
７
月
中
に
保
険
年

金
課
高
齢
者
医
療
係
（
市
役
所
１

階
）
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
０
・
７

８
４
６
へ
。

　
医
療
機
関
な
ど
で
支
払
う
医
療

費
の
自
己
負
担
（
一
部
負
担
金
）

の
割
合
は
、「
１
割
」
ま
た
は
「
３

割
」
で
す
。
自
己
負
担
の
割
合
は
、

毎
年
８
月
１
日
に
当
年
度
の
住
民

税
課
税
所
得
（
市
民
税
・
都
民
税

納
税
通
知
書
の
「
課
税
標
準
額
」）

と
世
帯
構
成
の
状
況
か
ら
判
定
し

ま
す
。
８
月
～　
年
７
月
の
自
己

３０

負
担
の
割
合
は
、　

年
度
の
住
民

２９

税
課
税
所
得
に
基
づ
い
て
見
直
さ

れ
ま
す
。

◎
見
直
し
が
あ
る
方

　
新
し
い
自
己
負
担
の
割
合
を
表

記
し
た
被
保
険
者
証
を
７
月
末
日

ま
で
に
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま
す
。

８
月
以
降
は
新
し
い
被
保
険
者
証

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
現

在
お
持
ち
の
被
保
険
者
証
は
７
月

　
日
（
月
）
ま
で
使
用
し
、
８
月

３１１
日
（
火
）
以
降
に
同
封
の
返
信

用
封
筒
で
返
送
、
ま
た
は
保
険
年

金
課
高
齢
者
医
療
係
（
市
役
所
１

階
）
に
直
接
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
見
直
し
が
な
い
方

　
引
き
続
き
現
在
お
持
ち
の
被
保

険
者
証
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◎
自
己
負
担
の
割
合
の
判
定
基
準

　
「
１
割
」＝
同
じ
世
帯
に
い
る
被

保
険
者
全
員
の
住
民
税
課
税
所
得

が
１
４
５
万
円
未
満
の
場
合

　
「
３
割
」＝
本
人
お
よ
び
同
じ
世

自己負担の割合の判定の流れ

　
市
で
は
、
生
活
や
仕
事
探
し
、

家
賃
の
支
払
い
な
ど
で
お
困
り
の

方
に
対
し
て
「
自
立
相
談
支
援
」

と
「
住
居
確
保
給
付
金
の
支
給
」

の
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず

は
福
祉
総
務
課
☎
４
７
０
・
７
７

４
１
（
市
役
所
１
階
）
で
支
援
員

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

【
受
付
日
時
】開
庁
日
の
午
前
９

時
～
午
後
４
時

①
自
立
相
談
支
援

　

生
活
状
況
な
ど
を
聞
き
、
課
題

を
整
理
し
、
自
立
に
向
け
た
支
援

内
容
を
支
援
員
が
一
緒
に
考
え
ま

す
。
必
要
に
応
じ
て
、
関
係
機
関

へ
の
照
会
や
同
行
支
援
を
行
い
ま

す
。

②
住
居
確
保
給
付
金
の
支
給

　
　
歳
未
満
の
離
職
な
ど
の
日
か

６５
ら
２
年
以
内
で
、
住
居
に
お
困
り

の
方
を
対
象
に
、
家
賃
相
当
額
を

支
給
す
る
支
援
で
す
。
求
職
活
動

の
支
援
も
行
い
ま
す
。
就
職
後
も

収
入
が
安
定
す
る
ま
で
支
援
員
が

フ
ォ
ロ
ー
し
ま
す
。
支
給
に
は
他

に
も
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳

細
は
同
課
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

　

【
支
給
額
】世
帯
人
数
に
よ
っ
て

支
給
上
限
額
が
変
わ
り
ま
す
。

　

（
例
）単
身
世
帯
５
万
３
７
０
０

円
、
２
人
世
帯
６
万
４
０
０
０
円
、

３
人
以
上
世
帯
６
万
９
８
０
０
円
。

　
実
際
に
は
、
毎
月
の
収
入
状
況

に
よ
り
支
給
額
を
決
定
し
ま
す
。

ま
た
、
支
給
期
間
は
原
則
３
カ
月

で
す
が
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す

場
合
は
申
請
に
よ
り
延
長
で
き
ま

す（
延
長
分
含
め
て
最
長
９
カ
月
）

　

【
支
給
方
法
】賃
貸
物
件
の
管
理

会
社
、
大
家
な
ど
へ
の
代
理
納
付

　
詳
し
く
は
同
課
へ
。

保
険
料
の
免
除
申
請

　
過
去
２
年
間
に
国
民
年
金
保

険
料
の
未
納
期
間
が
あ
る
方
で

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
経
済
的
に
困
難
な
場
合
、
保
険

料
の
免
除
を
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
　
年
４
月
か
ら
、
免
除
申
請
時

２６
点
の
２
年
１
カ
月
前
の
月
分
ま
で

さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　
　
年
度
の
免
除
申
請
は
７
月
か

２９
ら
で
す
。
審
査
は
、
７
月
～　
年
３０

す
の
で
、
免
除
が
承
認
さ
れ
な

い
場
合
も
あ
り
ま
す
▼
学
生
で

あ
っ
た
期
間
は
、「
学
生
納
付
特

例
制
度
」
と
い
う
猶
予
制
度
に

限
ら
れ
、
免
除
申
請
は
利
用
で

き
ま
せ
ん

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
へ
。

６
月
が
対
象
で
す
。

免
除
申
請
が
可
能
な
期
間

　
（
例
）　
年
７
月
に
申
請
す
る
場

２９

合
、　

年
６
月
分
～　
年
６
月
分

２７

３０

　
【
ご
注
意
】免
除
申
請
が
遅
れ
る

と
、
も
し
も
の
際
に
障
害
年
金
な

ど
を
受
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
▼
申
請
期
間
に
対
応
す
る
前

年
所
得
に
基
づ
き
審
査
を
行
い
ま

　

年
度
国
民
健
康
保
険
税

２９納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

　

年年年年年年年年年年年年年年
度度度度度度度度度度度度度度
後後後後後後後後後後後後後後
期期期期期期期期期期期期期期
高高高高高高高高高高高高高高
齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢
者者者者者者者者者者者者者者
医医医医医医医医医医医医医医
療療療療療療療療療療療療療療
保保保保保保保保保保保保保保
険険険険険険険険険険険険険険
料料料料料料料料料料料料料料
のののののののののののののの
決決決決決決決決決決決決決決
定定定定定定定定定定定定定定
通通通通通通通通通通通通通通

年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
決
定
通
知知知知知知知知知知知知知知知

２２２２２２２２２２２２２２９９９９９９９９９９９９９９２９書書書書書書書書書書書書書書
兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼
納納納納納納納納納納納納納納
付付付付付付付付付付付付付付
（（（（（（（（（（（（（（
納納納納納納納納納納納納納納
入入入入入入入入入入入入入入
））））））））））））））
通通通通通通通通通通通通通通
知知知知知知知知知知知知知知
書書書書書書書書書書書書書書
をををををををををををををを
発発発発発発発発発発発発発発
送送送送送送送送送送送送送送
しししししししししししししし
まままままままままままままま

書
兼
納
付
（
納
入
）
通
知
書
を
発
送
し
ま
すすすすすすすすすすすすすすす

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

毎
年
８
月
に
自
己
負
担
の
割
合

を
見
直
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

はい

はい

はいはい

はい

いいえ

いいえ

いいえいいえ

いいえ

A

A B C に該当する方は申請してください。

C

B

スタートスタート

１割負担１割負担

１割負担１割負担

１割負担１割負担
３割負担３割負担

本人および同じ世帯にいる後
期高齢者医療制度の被保険者
の住民税課税所得がいずれも
145万円未満である。※

本人および同じ世帯にいる後
期高齢者医療制度の被保険者
の住民税課税所得がいずれも
145万円未満である。※

基準収入額適用
申請が認められると
基準収入額適用
申請が認められると

（現役並み所得の方）（現役並み所得の方）

後期高齢者医療制度の
被保険者と同じ世帯の中
に、７０歳～７４歳の方がい
る場合、その方と被保険者
の前年の収入合計額が、５
２０万円未満である。

後期高齢者医療制度の
被保険者と同じ世帯の中
に、７０歳～７４歳の方がい
る場合、その方と被保険者
の前年の収入合計額が、５
２０万円未満である。

基準収入額
適用申請が
認められると

基準収入額
適用申請が
認められると

１割負担１割負担

基準収入額
適用申請が
認められると

基準収入額
適用申請が
認められると

本人および同じ世帯にいる後期高齢者
医療制度の被保険者の前年の収入合計
額が、520万円未満である。

本人および同じ世帯にいる後期高齢者
医療制度の被保険者の前年の収入合計
額が、520万円未満である。

本人の前年の収入額が、
383万円未満である。
本人の前年の収入額が、
383万円未満である。

同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者は本人のみである。同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者は本人のみである。

昭和２０年１月２日以降生まれの後期高齢
者医療制度の被保険者の場合、本人と同
じ世帯にいる後期高齢者医療被保険者と
の賦課のもととなる所得金額の合計額が２
１０万円以下であれば、１割負担（所得区分
は「一般」）になります。

昭和２０年１月２日以降生まれの後期高齢
者医療制度の被保険者の場合、本人と同
じ世帯にいる後期高齢者医療被保険者と
の賦課のもととなる所得金額の合計額が２
１０万円以下であれば、１割負担（所得区分
は「一般」）になります。

※

生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援
事
業

を
ご
利
用
く
だ
さ
い


